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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成30年11月9日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号及

び第8号の規定に基づき、臨時報告書を提出しましたが、一部記載に不備がありましたので、金融商品取引法第24条の5

第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

　　（訂正前）

Ⅰ．吸収分割

＜中略＞

③　吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容、その他の吸収分割に係る契約の内容

(1）吸収分割の方法

当社を分割承継会社、ＵＣＣ上島珈琲を吸収分割会社とする吸収分割

(2）吸収分割に係る割当ての内容

吸収分割価額　701,562,282円

(3）その他の吸収分割に係る契約の内容

ⅰ）吸収分割の日程

吸収分割契約締結日　　　平成30年11月 9日

吸収分割の効力発生日　　平成30年12月28日

（注１）　当社は、対象事業の吸収分割価額により、会社法第796条第2項に定める簡易吸分割の規定により

株主総会による承認の手続を経ずに当該吸収分割を行います。

 

Ⅱ．事業譲渡

＜中略＞

③　事業譲受の契約の内容

(1）事業を譲受け日　　　　：平成30年12月28日

(2）譲受ける事業の内容　　：ＫＦＥの管理機能

(3）譲受ける財産　　　　　：資産293,318,831円、負債194,881,113円

(4）譲受け価額及び支払方法：譲受ける価額は、98,437,718円であり、平成30年12月28日に全額現金で支払う予定

となっております。

　いずれも効力発生日において補正が行われるため変動することがございます。
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　　（訂正後）

Ⅰ．吸収分割

＜中略＞

③　吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容、その他の吸収分割に係る契約の内容

(1）吸収分割の方法

当社を分割承継会社、ＵＣＣ上島珈琲を吸収分割会社とする吸収分割

(2）吸収分割に係る割当ての内容

吸収分割価額　701,562,282円

(3）その他の吸収分割に係る契約の内容

ⅰ）吸収分割の日程

吸収分割契約締結日　　　平成30年11月 9日

吸収分割の効力発生日　　平成31年 1月 4日

（注１）　当社は、対象事業の吸収分割価額により、会社法第796条第2項に定める簡易吸収分割の規定によ

り株主総会による承認の手続を経ずに当該吸収分割を行います。

 

Ⅱ．事業譲渡

＜中略＞

③　事業譲受の契約の内容

(1）事業の譲受け日　　　　：平成31年1月4日

(2）譲受ける事業の内容　　：ＫＦＥの管理機能

(3）譲受ける財産　　　　　：資産293,318,831円、負債194,881,113円

(4）譲受け価額及び支払方法：譲受ける価額は、98,437,718円であり、平成31年1月4日に全額現金で支払う予定と

なっております。

　いずれも効力発生日において補正が行われるため変動することがございます。

 

以　上
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